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金融分科会における今後の審議について 
 
 

 諮 問 
 
「経済・金融を取り巻く環境の変化を見据え、安定的で活力ある金融シス

テムの構築及び金融市場の効率性・公正性の確保に向けて、金融に関す

る制度の改善に関する事項について、審議を求める。」 
 
 
 審議の視点 
 
○情報化社会の進展に対応した金融分野における利用者保護等の在り方 
○２１世紀における利用者利便と経済の効率性向上に資する金融システ

ムの整備 
○金融機関監督の国際的な潮流と我が国の対応 
○グローバルなレベルでの市場間競争の急速な進展に対応するための市

場整備 
 
 
 審議事項と部会設置等 
 
「第一部会」； ○証券取引のグローバル化、情報化等に対応した市場イン

フラ、取引の枠組み・ルールの整備等 
 
「第二部会」； ○金融機能の向上に関する諸問題 
 ○国民のニーズに応えた金融インフラの整備 
 ○保険会社をめぐる総合的な検討 
 ○国際的な観点も踏まえた金融機関監督 
 
「特別部会」； ○金融分野における個人情報保護等の在り方 
 
（注）「金融の基本問題に関するスタディグループ」についても、金融

審議会総会（１月２９日開催）において、金融分科会の下に設置

することとされた。 
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金融分科会の審議体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）部会には実務的・専門的な検討の要に応じワーキンググループ

を設置。 
（注２）特別部会については、他省庁の審議会との連携も視野。 
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!"証券取引のグローバル化、情報化等に対応
した市場インフラ、取引の枠組み・ルール
の整備等 

!"金融機能の向上に関する諸問題 
!"国民のニーズに応えた金融インフラの整備 
!"保険会社をめぐる総合的な検討 
!"国際的な観点も踏まえた金融機関監督 

!"金融分野における個人情報保護等の在り方 


